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■令和5年度の業績

本年度は、経営３か年計画“にししん変革２０２１”の最終年度として、「支援力・営業力・組織力の強化」、「経営力・人材力の強
化」、「業界総合力の発揮」を重点戦略とし、地域やお客さまの課題解決に向けた価値ある提案、事業性評価による「非価格競争
力」の強化や円滑な資金供給を通じた貸出金利の適正なプライシングと、役務収益の拡大に努めるとともに、フットワーク・ヘッドワ
ーク・ネットワークを活用して、店舗毎、地域毎の特性に応じた戦略による営業体制の強化により、生産性の向上を図り、持続可能
なビジネスモデルの構築を目指してまいりました。
わが国経済は、コロナ禍において抑制されていた経済活動の回復に伴い、緩やかに持ち直しているものの、中国の景気減速や

ウクライナ情勢の長期化、中東地域における紛争、日本銀行の金融政策の動向など、様々な不確実性を内包しており、先行きは不
透明な状況に置かれています。地域経済においては、少子高齢化や人口減少などの構造的な課題を抱えるなか、原材料コストの
価格転嫁の遅れや人手不足、コロナ融資の返済負担等の影響が懸念されるなど、中小企業を取り巻く経営環境は依然として厳し
い状況が続いています。
このような経済環境のもと、金融機関においては、個々の企業が抱える経営課題の把握に努め、企業のライフステージに応じた

きめ細やかな経営支援に取り組むことが求められています。
このような環境のなか、当金庫では、収益性の改善に向け、経費の削減、営業体制の強化による生産性の向上に取り組み、会
員の皆さまをはじめ、お取引先の皆さまのご支援のもと全役職員が重点戦略に沿って業務を推進してまいりました結果、当期の業績
は以下のとおりとなりました。

預金金利の低位推移に伴う定期預金の取り崩しや、預金
から預かり資産等へのシフトなどにより、期中２９億円減少して
期末残高は、５,２５３億円となりました。

業務純益は、資金運用収益の増加などにより、前期

比３億５７百万円増加して９億７２百万円となりました。

経常利益は、業務純益の増加、貸出金償却、個別貸

倒引当金繰入額の減少などにより、前期比５億５５百万

円増加して３億４７百万円となりました。

当期純利益は、前期比８億３１百万円増加して２億２５

百万円となりました。

事業者向け、個人向けともに積極的に推進しましたが、期
中横ばいに推移して期末残高は、２,７４８億円となりました。

■収益の状況〔■業務純益 ■経常利益 ■経常損失 ■当期純利益 ■当期純損失〕
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■事業の概況
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不良債権の処理促進の方針に基づき、貸出金の償却を行った結果、信用金庫法及び金融再生法に基づく不良債権は前年度
比１２億１７百万円減少して１６２億４８百万円となりました。
なお、信用金庫法及び金融再生法開示債権比率（不良債権の総与信に対する割合）は、前年度対比０.４４ポイント減少して
５．８９％となりました。
信用金庫法及び金融再生法開示債権に対する保全状況は、担保・保証等及び貸倒引当金による保全額が１４７億４４百万円

（保全率９０．７４％）となります。
当金庫は、これからも不良債権の発生の未然防止と処理促進に努めてまいります。

■信用金庫法及び金融再生法開示債権保全状況
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■自己資本比率の推移

当金庫は、これからも自己資本の充実に努め、お客さまに安心してお付き合いいただける健全な金融
機関を目指します。

■自己資本比率
自己資本比率は、金融機関の経営の健全性を示す代表的な指標です。一般的には総資産に占める「自己資本」の割合のこ

とで、この自己資本比率が高いほど経営が健全で安定しているとされています。
国内業務に特化する金融機関である信用金庫では、国内基準の４％以上が必要になります。
当金庫は、健全経営による自己資本の充実に努めています。令和5年度の自己資本比率は、前年度比０．17ポイント上昇して
9．37％となりました。
なお、この比率は、国内基準に適用される４％に対し、２倍を超える水準にあります。

自己資本比率の算出方法は、出資金や利益準備金、特別
積立金等の自己資本額を分子とし、リスクが発生する可能性
がある「資産（リスク・アセット等）」を分母として計算します。
詳細は３2ページに掲載しておりますので、ご参照ください。

自己資本比率の算出方法について

■にししんの自己資本比率（令和6年3月末）
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